
 

 

                        

平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度    

第第第第５５５５回回回回    碩田碩田碩田碩田中学校中学校中学校中学校区区区区適正配置適正配置適正配置適正配置地域協議会地域協議会地域協議会地域協議会    

    

                            日時：平成２５年２月５日（火） 

１８：３０ ～ ２０：３０ 

                   場所：大分文化会館 第２小ホール 

 

 

                 

             － 会 議 次 第 － 

   

  Ⅰ 開会のことば 

 

  Ⅱ 会長あいさつ 

 

  Ⅲ 議事 

 

    １ 今後の協議日程等について 

 

       ２ 実施時期について 

 

    ３ 小中一貫教育について 

 

４ その他 

     

  Ⅳ 閉会のことば



 

- 1 - 

議事議事議事議事    

１１１１    今後の協議日程等について今後の協議日程等について今後の協議日程等について今後の協議日程等について 

（１）（１）（１）（１）協議スケジュール（案）について協議スケジュール（案）について協議スケジュール（案）について協議スケジュール（案）について    

 

 

 

（２）（２）（２）（２）配付資料・視察等について配付資料・視察等について配付資料・視察等について配付資料・視察等について    

 

 

 

２２２２    実施時期について実施時期について実施時期について実施時期について    

（１）「平成（１）「平成（１）「平成（１）「平成 28282828 年度頃までに適正配置の完了を目指す」について年度頃までに適正配置の完了を目指す」について年度頃までに適正配置の完了を目指す」について年度頃までに適正配置の完了を目指す」について    

  ①碩田中学校区：校舎の建築経過年数 

   

 

  ②Ｈ24年度～Ｈ29年度までの目安 

 

 

３３３３    小中一貫教育について小中一貫教育について小中一貫教育について小中一貫教育について    

（１）（１）（１）（１）1/31(1/31(1/31(1/31(木木木木) ) ) ) 大分市立賀来小中学校（併設型）の視察について大分市立賀来小中学校（併設型）の視察について大分市立賀来小中学校（併設型）の視察について大分市立賀来小中学校（併設型）の視察について    

  ①視察の報告 

 

 

②視察で得たこと等 

 

 

 

（２）（２）（２）（２）2/282/282/282/28((((木木木木) ) ) ) 福岡市立照葉小中学校（施設一体型）の視察について福岡市立照葉小中学校（施設一体型）の視察について福岡市立照葉小中学校（施設一体型）の視察について福岡市立照葉小中学校（施設一体型）の視察について    

  ①目的 

大分市にない施設一体型の小中学校を視察することで、今後の協議に生かす。  

 

  ②日程（詳細な日程は案内済） 

     ９：００ 大分文化会館正面玄関前集合  

    １３：００ 福岡市立照葉小中学校視察 

    １７：３０ 大分文化会館正面玄関前到着予定  

 

４４４４    その他その他その他その他     

（１）（１）（１）（１）    今後の日程について今後の日程について今後の日程について今後の日程について    

○第６回地域協議会の開催 

３/４（月） １８：３０～２０：３０ 大分文化会館 第２小ホール  

 

○第７回地域協議会の開催について 

４/16（火） １８：３０～２０：３０ 大分文化会館 第２小ホール  

 

（２）（２）（２）（２）    その他その他その他その他
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碩田中学校区適正配置地域協議会の協議碩田中学校区適正配置地域協議会の協議碩田中学校区適正配置地域協議会の協議碩田中学校区適正配置地域協議会の協議スケジュール（案）スケジュール（案）スケジュール（案）スケジュール（案）についてについてについてについて        

開催期日 協議事項 配付資料・視察等 

第４回 

H24.12/20(火) 

・地域協議会規約について 

・今後の協議事項について 

 

 

第５回 

H25. 2/ 5(火) 

○今後の協議日程等について 

 

・実施時期について 

・小中一貫教育について 

・地震、津波対策等の防災について 

１月 

・大分市立賀来小中学校視察 

２月 

・福岡市立照葉小中学校視察 

 

４月 

・本市ハザードマップ等の資料 

第６回 

    3/ 4(月) 

第７回 

4/16(火) 

第８回 

５月中旬 

第９回 

 ６月下旬 

・児童生徒の通学環境について 

・校舎の機能について 

・地域コミュニティの形成について 

 

・新校舎の位置について 

・町内ごとの児童生徒数資料 

・各小中学校の通学路資料 

・小中学校施設事例集の資料 

・全国的な動向等の資料 

・各小中学校の面積等の資料 

第 10回 

 ７月下旬 

第 11回 

 ８月下旬 

第 12回 

 ９月下旬 

第 13回 

10月下旬 

第 14回 

11月下旬 

○協議の取りまとめについて ・協議に必要な資料 

第 15回 

12月下旬 
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○○○○    実施時期について実施時期について実施時期について実施時期について    

① 碩田中学校区：校舎の建築経過年数 

 H24 H25 H26 H27 H28 

荷揚町小 
本校舎 

(職員室・教室等) 
５６ ５７ ５８ ５９ ６０ 

住吉小 

南校舎 

(職員室・教室等) 
５５ ５６ ５７ ５８ ５９ 

北校舎 

(図書館・家庭科室等) 
４２ ４３ ４４ ４５ ４６ 

中島小 

西校舎 

(職員室・教室等) 
４６ ４７ ４８ ４９ ５０ 

東校舎 

(教室等) 
３５ ３６ ３７ ３８ ３９ 

碩田中 

南校舎 

(職員室・教室等) 
４０ ４１ ４２ ４３ ４４ 

中校舎 

(特別教室等) 
３９ ４０ ４１ ４２ ４３ 

北校舎 

(教室・特別教室等) 
２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

 

 

② Ｈ24年度～Ｈ29年度までの目安 

   ○Ｈ24・25年度 

    碩田中学校区適正配置地域協議会における協議 

   ○Ｈ26・27・28年度 

    新校舎建築に向けた、測量、設計、建築 等 

   ○Ｈ29年度 

    新校舎での授業開始予定
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碩田中学校区適正配置地域協議会規約 

 

（目的及び構成） 

第１条 大分市立小中学校適正配置基本計画の中で、荷揚町小学校、中島小学校及び住吉小学校

の３校を統合し、新設校を建設することとしている碩田中学校区について、地域としての合意

形成を図るため、地域住民の代表者や保護者、学校関係者などにより（仮称）碩田中学校区適

正配置地域協議会（以下「協議会」という。）を構成する。 

 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、協議会としての意見を取りまとめ、大分市教育委

員会（以下「教育委員会」という）に付託する。 

（１） 碩田中学校区における適正配置の目指すべき方向性と具体的方策に関すること。 

（２） 協議会活動の周知及び広報に関すること。 

（３） その他協議会の活動に必要な事項 

 

（組織） 

第３条 協議会は、荷揚町小学校、中島小学校及び住吉小学校の各校区代表者１０人以内、碩田

中学校のＰＴＡ関係者１人の委員並びに、荷揚町小学校、中島小学校、住吉小学校及び碩田中

学校の校長、教育委員会事務局職員３人以内の専門（アドバイザー）委員（以下「専門委員」

という）をもって構成する。 

２ 専門委員は、会長又は委員の求めに応じ、又は主体的に、専門的立場からの説明を行い、意

見を述べ、必要な助言をすることができる。 

３ 委員及び専門委員の任期は、発足の日から第５条６項に定める報告を終了する日までの間と

する。 

 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長１人及び副会長２人を置き、委員の互選により選出する。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

 

（会議） 

第５条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員が会議に出席できない場合、会長は当該委員の申し出により代理の者の出席を認めるこ

とができる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴

くことができる。 

５ 会長は、会議における協議の内容について、取りまとめた事項を確認するものとする。 

６ 教育委員会は、第２条の規定する付託事項について、碩田中学校区適正配置に係る個別の実

施計画への反映状況を、会長又は協議会に適宜報告するものとする。 

７ 会議は、公開とする。 

８ 会議の傍聴に関して必要な事項は、別に定める。 

 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部教育企画課において処理する。 

 

（委任） 

第７条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定

める。 

    

附 則 

（施行期日） 

 この規約は、平成２４年１２月２０日から施行する。 


